
台風接近時の措置（土曜講座）

(１) 台風の接近に伴い大阪市または北大阪地域に暴風警報が発令された場合、

土曜講座の開始時刻は下記のようになります。

テレビ・ラジオ等の天気予報に注意すること。

なお、９時を過ぎても暴風警報が発令中の場合は休校とします。

暴風警報解除の時刻 授 業

午前６時まで 平 常 通 り

午前７時半まで 第２限( ９：４５)から

午前９時まで 第３限(１１：００)から

午前９時を 休 校

過ぎても発令中

(２) 報道機関 (テレビ・ラジオ等)で大阪府教育委員会よりの指示が発表された場合

は、(１)によらずその指示に従うこと。

但し，大阪府教育委員会の指示が「学校からの指示に従え」となった場合は

(１)による。

(３) 登校後に暴風警報が発令された場合は、その時点で

ただちにすべての活動を終了し、安全確保に留意し速やかに下校すること。

(４) 学校への電話による問い合わせはしないこと。

以上


